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市長市長のの施政方針施政方針に に 対する代表質問対する代表質問
問

大
幅
賃
上
げ
、
消
費
税
５
％
減
税
、

安
心
の
社
会
保
障
、
大
学
授
業
料
の
値

下
げ
、
暮
ら
し
を
支
え
る
国
の
政
策
実

行
に
つ
い
て
。

答

国
の
令
和
８
年
度
予
算
に
お
い
て
、

経
済
と
財
政
は
い
ず
れ
も
国
民
の
た
め

の
も
の
で
あ
り
、
広
く
国
民
に
恩
恵
が

行
き
渡
る
予
算
編
成
を
行
う
と
し
て
い

る
。問

都
民
の
い
の
ち
と
暮
ら
し
を
守
る

取
り
組
み
に
つ
い
て
。

答

都
の
令
和
８
年
度
予
算（
案
）に
お

い
て
、
強
靭
な
都
市
を
創
り
上
げ
て
い

く
と
と
も
に
、
物
価
高
騰
へ
の
対
応
や

治
安
対
策
な
ど
、
都
民
の
安
全
・
安
心

の
確
保
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
し
て
い
る
。

問

物
価
高
騰
の
も
と
市
民
の
暮
ら
し

を
支
え
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
。

答

国
や
都
の
政
策
を
ふ
ま
え
、
特
定

財
源
を
確
保
し
た
上
で
取
り
組
む
こ
と

を
基
本
と
し
、
必
要
な
時
期
に
必
要
な

施
策
を
実
施
す
る
。

問

防
災
・
減
災
対
策
に
つ
い
て
。

答

全
国
各
地
で
発
生
し
た
大
規
模 

災
害
で
の
教
訓
を
踏
ま
え
、「
自
ら
の

命
は
自
ら
が
守
る
」こ
と
を
基
本
と
し
、

自
助
と
し
て
在
宅
避
難
へ
の
備
え
や
停

電
・
断
水
時
の
対
策
強
化
が
必
要
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
。
停
電
対
策
と
し

て
、
公
共
施
設
や
避
難
所
へ
の
発
電
機

な
ど
の
配
備
に
取
り
組
み
、
断
水
対
策

と
し
て
、
応
急
給
水
拠
点
で
の
飲
料
水

の
提
供
や
、
飲
料
水
の
備
蓄
、
災
害
時

生
活
用
水
井
戸
の
整
備
、
災
害
用
ト
イ

レ
カ
ー
や
ラ
ッ
プ
式
ト
イ
レ
の
ほ
か
、

水
循
環
型
の
シ
ャ
ワ
ー
や
手
洗
い
器
の

整
備
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

問

学
習
支
援
拠
点「
梨
の
実
ル
ー
ム

分
室
」開
設
に
つ
い
て
。

答
「
梨
の
実
ル
ー
ム
分
室
」の
想
定
利

用
者
数
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
教
育
相

談
な
ど
を
通
し
て
把
握
し
て
い
く
。
運

営
体
制
に
つ
い
て
は
、
元
学
校
管
理
職

な
ど
の
配
置
を
予
定
し
て
い
る
。

問

全
中
学
校
の
特
別
教
室
へ
の
エ
ア

コ
ン
設
置
に
つ
い
て
。

答

実
技
教
科
授
業
を
行
う
特
別
教

室
33
教
室
の
う
ち
、
令
和
７
年
度
に
設

置
済
教
室
以
外
の
９
教
室
に
設
置
す
る
。

令
和
８
年
度
夏
季
休
業
期
間
を
中
心
に

工
事
を
行
う
予
定
。

問

稲
城
市
立
i
プ
ラ
ザ
に
つ
い
て
。

答

ｉ
プ
ラ
ザ
の
次
期
事
業
期
間
に
お

け
る
運
営
な
ど
に
つ
い
て
は
、
事
後
評

価
な
ど
を
踏
ま
え
、
今
後
検
討
す
る
が
、

直
営
は
想
定
し
て
い
な
い
。

問

障
が
い
者
お
よ
び
障
が
い
児
の
福

祉
の
充
実
に
つ
い
て
。

答

見
直
し
に
よ
る
手
当
な
ど
を
受
け

て
い
る
障
害
者
の
生
活
へ
の
影
響
に
つ

い
て
は
、
急
激
な
影
響
が
出
な
い
よ
う

経
過
措
置
期
間
を
設
け
、
事
前
に
十
分

に
周
知
を
行
い
、
他
の
制
度
と
も
連
携

し
な
が
ら
地
域
生
活
を
支
援
し
て
、
丁

寧
に
進
め
て
い
く
。

問

国
民
健
康
保
険
税
率
の
改
定
に
つ

い
て
。

答

国
民
健
康
保
険
を
持
続
し
て
い
く

た
め
に
、
国
の
公
費
負
担
を
増
や
す
こ

と
に
つ
い
て
は
、
市
で
は
、
東
京
都
市

長
会
を
通
じ
、「
国
民
健
康
保
険
制
度

に
お
け
る
国
の
公
費
負
担
割
合
拡
大
」

に
つ
い
て
、
継
続
し
て
要
望
し
て
い
る
。

問

i
バ
ス
見
直
し
に
よ
る
新
路
線
の

運
行
に
つ
い
て
。

答

乗
降
調
査
や
ご
意
見
・
ご
要
望
を

踏
ま
え
、
深
刻
な
バ
ス
運
転
手
不
足

に
お
い
て
も
、
代
替
え
手
段
策
等
を
含

め
、
稲
城
市
地
域
公
共
交
通
会
議
な
ど

で
、
協
議
を
行
う
ほ
か
、
多
摩
地
域
の

自
治
体
と
も
課
題
の
情
報
共
有
を
図
っ

て
い
き
た
い
。

問

第
五
次
稲
城
市
長
期
総
合
計
画
の

中
間
点
検
を
踏
ま
え
、
令
和
８
年
度
当

初
予
算
に
反
映
し
た
重
視
点
お
よ
び
後

期
５
カ
年
を
見
据
え
た
行
政
運
営
の
重

点
に
つ
い
て
。

答

各
種
事
業
の
円
滑
か
つ
安
定
的
な

進
捗
を
図
る
た
め
に
、
限
ら
れ
た
財
源

を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
配
分
す
る
こ

と
を
主
眼
に
置
い
た
。
中
間
点
検
に
お

い
て
財
政
推
計
を
見
直
し
た
結
果
、
前

期
５
カ
年
と
同
様
に
着
実
な
行
政
運
営

を
進
め
て
い
く
。

問

令
和
８
年
度
予
算
編
成
の
基
本
方

針
の
背
景
と
趣
旨
に
つ
い
て
、
今
後
の

事
業
検
証
や
優
先
順
位
付
け
の
際
の
視

点
、
見
直
し
の
基
準
は
。

答

厳
し
い
財
政
状
況
の
も
と
、
持
続

可
能
な
行
財
政
運
営
を
堅
持
す
る
た
め

に
は
、
必
要
な
行
政
コ
ス
ト
は
、
市
民

に
も
負
担
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
と

判
断
し
た
。
事
業
の
検
証
や
優
先
順
位

付
け
は
、
毎
年
度
の
予
算
編
成
政
策
会

議
に
お
け
る
審
議
を
通
じ
て
判
断
す
る
。

問

今
後
の
財
政
運
営
の
課
題
は
。

答

多
様
化
す
る
市
民
ニ
ー
ズ
や
行
政

課
題
に
対
応
す
る
た
め
、
限
ら
れ
た
財

源
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
配
分
す
る

と
と
も
に
、
新
た
な
財
源
の
確
保
に
一

層
注
力
し
て
い
く
。

問

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
と
既
存

の
一
時
預
か
り
事
業
と
の
関
係
性
の
整

理
方
法
、
役
割
分
担
に
つ
い
て
。

答

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
は
、
子

ど
も
視
点
の
事
業
、
一
時
預
か
り
事
業

は
、
保
護
者
視
点
の
事
業
と
整
理
し
て

い
る
。
役
割
分
担
に
つ
い
て
は
、
こ
ど

も
誰
で
も
通
園
制
度
は
、
子
ど
も
の
成

長
支
援
、
一
時
預
か
り
事
業
は
、
保
護

者
支
援
で
あ
る
。

問

稲
城
チ
ャ
レ
ン
ジ
ク
ラ
ス
開
設
を

選
択
し
た
判
断
ポ
イ
ン
ト
は
。

答

ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
整
備
で
き
る
と

判
断
し
た
。

問

今
後
の
地
域
医
療
体
制
を
ど
の
よ

う
に
充
実
さ
せ
、
医
療
と
介
護
の
連
携

に
活
か
し
て
い
く
の
か
。

答

在
宅
診
療
体
制
の
構
築
に
取
り
組

む
。
在
宅
要
介
護
高
齢
者
へ
医
療
と
介

護
の
提
供
を
図
り
、
住
み
な
れ
た
地
域

で
の
生
活
継
続
を
推
進
す
る
。

問

無
料
送
迎
ワ
ゴ
ン
車
が
地
域
医
療

全
体
や
受
診
行
動
に
与
え
る
影
響
と
得

ら
れ
る
成
果
を
今
後
の
医
療
提
供
体
制

や
市
立
病
院
の
経
営
改
善
へ
ど
の
よ
う

に
活
か
し
て
い
く
の
か
。

答

ア
ク
セ
ス
面
で
選
ば
れ
や
す
く
、

市
内
開
業
医
が
患
者
を
紹
介
し
や
す
く

な
る
こ
と
で
、
地
域
医
療
連
携
の
推
進

が
図
ら
れ
る
。
地
域
に
必
要
な
医
療
提

供
体
制
を
充
実
さ
せ
、
患
者
数
増
に

よ
る
医
業
収
益
の
増
加
を
図
る
こ
と
で
、

経
営
改
善
に
つ
な
げ
る
。

問

遠
隔
手
話
通
訳
サ
ー
ビ
ス
の
導
入

や
発
達
支
援
体
制
の
更
な
る
充
実
を
図

る
こ
と
と
し
た
考
え
方
は
。　

答

障
害
者
の
地
域
に
お
け
る
生
活
を

支
え
る
上
で
、
障
害
特
性
に
応
じ
た
支

援
が
必
要
と
の
方
針
か
ら
、
市
の
現
状

と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
必
要
な
支
援
を

実
施
す
る
。

問

市
施
行
４
地
区
に
お
け
る
土
地
区

画
整
理
事
業
の
課
題
認
識
、
課
題
解
決

に
向
け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
。

答

度
重
な
る
社
会
情
勢
の
変
化
に

よ
り
、
事
業
の
長
期
化
が
生
じ
て
い
る
。

特
定
財
源
の
確
保
お
よ
び
地
域
住
民
へ

丁
寧
な
説
明
を
行
う
。

問

消
防
緊
急
通
信
指
令
設
備
の
更
新

に
よ
る
消
防
機
動
力
の
充
実
強
化
に
つ

い
て
。

答

各
設
備
の
操
作
性
や
機
能
の
向
上

に
よ
る
出
場
指
令
の
迅
速
化
・
効
率
化

す
る
こ
と
で
、
消
防
機
動
力
の
充
実
強

化
を
図
る
。
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